
経営戦略会議付議事項書 

提出年月日：平成２４年７月３日 

付議事項提出部局  環境生活部環境課 

該当する審議事項 (3) 重要な施策及び事業計画に関する事項 

件 

名 
浄化槽設置整備事業補助金の改正について 

付 

議 

事 

項 

の 

概 

要 

○概要 

  浄化槽設置者（専用住宅のみ）に対し、国・県・市が1/3ずつの割合で補助金

を交付している（下水道認可区域内は市単分のみ補助）。 

  このうち県負担分について、新築家屋での設置費用に対する補助金を平成26

年度から廃止し(H25年度は激変緩和措置として半減)、単独槽、汲み取りから合

併浄化槽へ転換する場合のみを補助対象とする方針が出された。 

○改正方針 

  県の方針に合わせ、平成26年度より新築家屋に対する補助金を廃止（H25年

度は激変緩和措置として半減）し、単独槽・汲み取りから合併浄化槽へ転換す

る場合のみを補助対象とする。下水道認可区域内も同様とする。 

○現行制度 

人槽 5人槽 7人槽 10人槽 11～50人槽 

下水道認可区域外 332,000円 414,000円 548,000円 548,000円 

下水道認可区域内 110,000円 138,000円 182,000円 － 

※ 下水道認可区域内は市単独補助 

※ 11人槽～50人槽は高度処理型のみ補助対象 

審 

議 

の 

論 

点 

○ 下水道区域との公平性は保たれているか。 

○ 平成25年度は激変緩和期間として現在の半額とし、平成26年度より廃止とし

てよいか。 

 

参 

考 

事 

項 

（過去の実績、提出部局での審議経過・意見等） 

・ 今回の見直しに関して、下水道部局と２回協議を行った。 

・ 県は、単独槽・汲み取りから合併浄化槽への転換を促進するため、従来の補

助金に加えて、配管・撤去費用の一部を上乗せ補助する制度を新設したが、

下水道部局との協議の結果、下水道区域との不公平感や下水道接続拒否への

影響が懸念されるため、見送ることとした 

・ 浄化槽法の改正によりH13.4.1以降、新規に浄化槽を設置する場合は合併浄化

槽しか設置できないことになっている。 

関係資料の有無（○をする） 有 ・ 無 

 



経営戦略会議付議事項書 

提出年月日：平成24年7月5日 

付議事項提出部局  総務部管財契約課 

該当する審議事項 経営戦略会議規程第２条の第３号 

件 

名 

市役所本庁舎（本館）の改修について 

 （庁舎改修プロジェクト中間報告） 

付 

議 

事 

項 

の 

概 

要 

本館は、0.75 以上の耐震性を確保するよう耐震補強工事を行い、併

せて今後 20 年以上使用していくよう設備等の改修および改修後の本

庁舎のレイアウトを庁内で検討していくよう決定したことから、平成

24 年 4 月に本庁舎改修プロジェクト会議を立上げ、6 回にわたり検討

を重ね改修案を作成した。 

その案の内容について審議する。 

 

審 

議 

の 

論 

点 

○ 改修工事内容について 

 

○ 工事方法について 

 

○ 改修時の事務所配置について 

 

○ 改修後の事務所配置について 

 

○ 費用について 

 

○ その他 

参 

考 

事 

項 

（過去の実績、提出部局での審議経過・意見等） 

第16回経営戦略会議にて、今後20年以上使用していくための大規模

改修を行う。庁内プロジェクトチームにおいて詳細を検討する。 

関係資料の有無（○をする） 有 ・ 無 
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